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要約(ア ブス トラク ト)

本稿の 目的は、近年台頭 してきているユーザー起動法が持つ潜在力について体系的に収集 したデータを使用

して考察することで ある。本稿 では、良品計画 を通 じて収集 したデータを使用 して、伝統的手法によって開発

された製品 とユーザー起動法 によって開発 された製品の販売成果 を比較 した。分析の結果は、ユーザー起動法

による開発が高い潜在力 を持つ ことを示唆 した。第一に、ユーザー起動法が新規性や独自性の高い製品を生み

出 していただけでなく、売上の点で も伝統的手法の少な くとも約3倍 の売上額 をあげていた。第二に、製品寿

命 についてもユーザー起動法によって開発 された商品の寿命 は伝統的手法によって開発 された商品のそれより

も長い傾向を示 した。最後に本稿 はユーザー起動法研究に関する将来の課題 について議論 した。
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は じめに

本稿 の目的は、近年台頭 して きているユ ー

ザー起動法(User-drivenme thod:以 下UD法)

が持つ潜在力につ いて体系的 に収集 したデー

タを使用 して考察す ることである。

UD法 とは、以下で説明するように 「製品ア

イデ アの創造 や製 品化の可否 の決 定 をユ ー

ザー起点で行 う仕組み」の ことで ある(注1)。

UD法 は、インターネ ッ トの掲示板 を活用 し、

そ こへの消費者の書 き込みを起点 に製品開発

を行 う手法である。

総務省は、2004年12月 に 「いつで も、どこ

で も、何で も、誰で も」簡単にネッ トワーク

につながり、情報の自在なや りとりができる

ユ ビキタスネッ ト社会 を2010年 を目途に実現

すべ く、U-Japan政 策 を発表 した(総 務省編

平成17年 版 情報通信 白書)。 こうしたユ ビ

キタスネッ ト社会の実現 は、情報交換の主体

の範囲を広 げ、交換の頻度 を高め、交換の内

容 と手段 を多様化 させ る。マーケテ ィング ・

流通 といった文脈に限 ってみて もメーカー、

流通企業、消費者 といったそれぞれの もとで

発生 している情報がより広範囲 に、より頻繁

な形でより多様 な形態や手段で交換、閲覧 さ

れ るよ うにな る。 そこでは、多様 な情 報 が

B to B(事 業対事業)、B to C(事 業対消費者),

C to C(消 費者対消費者)と いった形で、これ

までよりも広範囲に低 コス トで頻繁にや りと

りすることができるようになるのである。

ユビキタスネッ ト社会の環境 が整備 されれ

ば され るほど、各消費者は自分の欲求 と同 じ

ものをどれだけ多 くの他の消 費者が持ってい
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るのかをネ ッ トを通 じて知 ることができるよ

うになる。あるいはお互いが影響 を及ぼ しあ

うことでよ り洗練 された欲望 を創 出で きるよ

うになる。そして、そんな欲望がある一定数

の消費者によって支持 されていることをメー

カーがネッ トで知 り、当該欲求 を開拓す るた

めに資源 を投入す る可能性が開かれる。

こうしたユ ビキタスネッ ト社会の到来 とい

う流れの中で台頭 して きたのが、UD法 とい

う新 しい製品開発の手法である(注2)。UD法

は、 これ までの製 品開発で想 定 され ていた

B to Cで の情報のや りとりだけで なくC to C

で発生す る情報のや りとりを製品開発に組み

込 もうとす るもので ある。
このUD法 を使 った製品開発の仕組みを構

築 し、運営す る企業が近年、登場 し成長 を見

せてい る。UD法 の採用で、高い新規性 と独 白

性 を示す商品を開発できる場合 があることが

2000年 以降 になって報告 され始めている(小

川2002a, b、野中 ・勝見2004、 西川2003、2004、

Ogawa & Piller 2006)。

ただ し、そこで開発 された商品の販売成果

が伝統 的な製品開発手法によるものより高い

ものになるかどうかについては明らかでない。

実際、 これまで報告 されてきたユーザー起動

法による製品開発の事例で も多 くの場合、高

い販 売成果 を上 げてい るもので はなかった

(例えば山下 ・古川2002:小 川2002a, b)。また、

高い販売成果 を上 げたと言われるものについ

て もエピソー ド的に語 られるに過 ぎなかった。

UD法 で開発 された商品 とマーケテ ィングの

教科書で取 り上 げ られ る伝統的手法(以 下、

TD法)で 開発 された商品 を他の条件 を揃えて

販売成果 を比較するとい うことはこれ まで行

われて こなかったのである。

そこで本稿ではUD法 とTD法 で開発 された

製品の販売成果 を体系的 に収集 したデータを

使って比較することにしたい。そうす ること

で 、UD法 が持 つ 潜在 力 につ いて よ り正確 な

理 解 をす るこ とを本稿 の 目的 と したい 。

1. 文 献 展 望

1-1. ユー ザー ・イ ノベ ー シ ョン

つ い4半 世紀 前 ま で は イ ノベ ー シ ョンは

メー カーが行 な うもの だ と多 くの 人 々に よ っ

て信 じられ て きた。 そ こで はメ ーカ ーのみ が

新製 品 に関 す るニ ーズ を感 じ取 りそれ を充 た

す製 品 を開発 し市 場化 す るの だ と信 じ られて

きた。実 際 、多 くの研 究者 達 は メー カ ーが イ

ノベ ー ターで あ る とい う前提 の もとに研 究 を

行 って きた(von Hippel 1988)。

しか し、70年 代 に入 って その前提 に疑 問 を

投 げ かけ る研 究 が登場 して きた 。それ らが主

張 した の は 、 時 と して 、 メ ー カ ー で は な く

ユ ーザ ー が イ ノベ ー シ ョンを行 うこ とが ある

とい う もの で あ った 。 事 実 、 そ こで は イ ノ

ベ ー シ ョン過程 でユ ー ザー が重要 な役 割 を演

じる こ とをい くつ もの デ ー タが示 した(von

Hippel 1976, 1988)。

そ してユ ー ザー ・イノベ ー シ ョン研 究 は そ

の後 、ユ ーザ ーが イ ノベ ー シ ョンを行 な うこ

と を説 明す る要 因 につ い て 研 究 を蓄 積 して

い っ た。 そ こで 明 らか にな った要 因 とは当該

ユ ーザ ー が当該 イ ノベ ー シ ョンを開発 す るこ

とで手 にす る便益 の大 き さ と開発 に要 す る費

用 の大 き さで あ った。既 存 研 究 は メー カー と

比較 してユ ーザ ー が当該 イ ノベ ー シ ョン を行

うことに よって得 られ る と期待 で き る便益 が

大 きい時 、そ して 当該 イ ノベ ー シ ョンを実 現

す る費 用 が小 さい 時 、 ユ ー ザ ー が イ ノベ ー

シ ョンを行 う傾 向 が ある こ とを明 らか に して

い った(von Hippel 1988, 1994 : Ogawa 1998) (注3)。

1-2.ユー ザー ・イ ノベー シ ョン研 究 の進展

そ う した流 れ の 中で 近年 さらにユ ーザ ー ・
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イ ノベ ーシ ョンに関 して研究成 果 が蓄積 され 、

新 た な知 見 が得 られ 始 めて い る(von Hippel 

2005)。 それ は第 一 に、ユ ーザ ー ・イ ノベ ー

シ ョンが産業 財 だ けで な く消 費財 の分 野 に お

い て も見 られ るとい うこと、第二 に、 そ う し

た イ ノベ ー シ ョンは特定 の ユ ーザ ーに よ って

行 わ れ る傾 向 が あ る こ と、 そ して 第 三 に 、

ユ ーザ ー ・イ ノベ ー シ ョンは時 に、個 人 と し

て で はな くある集 団内 でお互 い に支援 を受 け

なが ら実 現 す る場 合 が あ る こと、で ある。

90年 代 まで はユ ーザ ーが イ ノベ ー シ ョンを

行 うこ とが ある とい って も、 そ こで報 告 され

て き たの は 、実 は それ は産 業 財 の ユ ーザ ー

に よ る もの が ほ とん どで あ っ た(Luthje & 

Herstatt 2004)。 確 か に、科 学機 器 や 医療器 具

とい った産業 財 の分 野 で は、ユ ーザ ーが製 品

イ ノベ ー シ ョン活動 で主 要 な役割 を演 じてい

た 。 しか し、消 費財 で はス ポ ーツ飲料 の ゲ ー

タ レ ー ドの よ う に、 エ ピ ソ ー ドと して ユ ー

ザ ー ・イ ノベ ー シ ョンの 事例 が報 告 され るこ

とは あって も体 系 的に収 集 され たデ ー タ を も

とに その存在 が報 告 され る ことは なか った 。

そ う した状況 の 中、消 費 財 の特定 の分 野 で消

費者 に よる イ ノベ ー シ ョンがか な りの程度 存

在 す る こ とが報 告 され て きて い る。 その分 野

とは 、ス ポ ーツ関連 製 品で ある。

例 えばShah (2000)は 、ス ノー ボー デ ィ ン

グ 、 ス ケ ー トボ ー デ ィ ング 、 ウ イ ン ドサ ー

フ ィンとい った スポ ー ツ分 野 で、 当該 スポ ー

ツ分野 の器 具 の第一 バ ー ジ ョンが いつ もユ ー

ザ ー に よって考 案 され 、実現 されて い た こ と

を明 らか に した。 そ して彼 女 は、器具 の 主要

な改 良 の58%が ユ ーザ ー とユ ー ザ ー ・メ ー

カー(自 分 自身 が ユ ーザ ーで あ る と同時 に他

の ユ ーザ ー に器 具 を販売 す る もの)で あ った

ことを発見 した。また、Luthje (2004)は 、ア

ウ トドア ・ス ポ ー ツ の分 野 で消 費 者 が イ ノ

ベ ー シ ョンを行 ってい た ことを明 らか に した。

彼 が収 集 した153名 の消 費者 の うち、10%が

イ ノベ ー シ ョンを行 って いた 。さ らに、Tietz 

etal. (2004)は 、kite surfの 分野 で 、回答 者

157名 の うち、71名(45%)が イ ノベ ー シ ョ

ンを行 って いた ことを明 らか に し、Franke & 

Shah (2003)も スポ ー ツ関連 の消 費 財 ユ ーザ ー

に対 して質 問票 調査 を行 い、回答 者 の うちの

32.1%が 実際 に イ ノベ ー シ ョンを行 な ってい

た こ とを報 告 した。 この よ うにスポ ー ツ関連

分 野 にお いて消 費者 が製 品 イ ノベ ーシ ョンを

行 ってい た こ とが明 らか にな って きて い る。

ユ ーザ ー ・イ ノベ ーシ ョンにつ い て明 らか

に な っ て きた 第 二 番 目の 内容 は 、 イ ノベ ー

シ ョンを行 な うユ ーザ ーの特 性 に関 す る もの

で あ る。つ ま り、ユ ーザ ーが イ ノベ ー シ ョン

を行 って い る とい って もすべ て のユ ーザ ー が

イ ノベ ーシ ョンを行 うとい うの で はな くリー

ド ・ユ ーザ ー(以 下 、LU)と 呼 ばれ る範疇 に

属 す るユ ーザ ー がイ ノベ ーシ ョンを行 ってい

る傾 向 があ る とい うこ とで あ る。

LUの 特徴 は二 つ で あ る(von Hippel 1988)。

第 一 に、 当該 市場 の大 多数 のユ ーザ ー がや が

て直面 す るこ とにな る新 しいニ ーズ に時 間的

に先行 してす で に直 面 して い る こと、第二 に、

そ うしたニ ーズ に対 して解決 手段 を提 供 す る

イ ノベ ー シ ョンを実現 す る こ とで そ こか ら大

きな便益 を得 られ る ことで あ る。

以 上 の 二 つ の 特 徴 を併 せ 持 つ ユ ーザ ー が

ユ ーザ ー ・イ ノベ ー シ ョンの主体 とな って い

る場合 が多 い こ とを近 年 多 くの研 究 が 明 らか

に して きて い る(Lilien et al.2001)。 例 えば、

von Hippel (1988)は 、プ リン ト配線基 板 の デ

ザ イ ン用CADシ ステ ムのユ ーザ ーに対 して質

問票 調 査 を行 い 、 そ の分 野 の 製 品 イ ノベ ー

シ ョンの うちほ とん どすべ て(87%以 上)が

リー ド ・ユ ーザ ーに よって 行 なわれ て い る こ

とを明 らか に した。 また、Shah (2000)が 対

象 と し た3つ の ス ポ ー ツ 関 連 器 具 分 野 と
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Franke & Shah (2003)が 対 象 と した4つ の ス

ポー ツ分野 で イ ノベ ーシ ョンを行 なって い た

ユ ー ザ ー も リー ド ・ユ ーザ ーで あった。

第三 の ユ ーザ ー ・イ ノベ ー シ ョン研 究 に関

す る最 近 の成 果 は、ユ ーザ ー ・イ ノベ ー シ ョ

ンが しば しば集 団 的 に行 わ れ る こ とが あ る と

い うこ とで ある。Linuxに 代 表 され るオ ー プ

ン ・ソー ス ・ソフ トウエ アの分野 で 、イ ノベ ー

シ ョンが ユ ーザ ーの集 団的 努力 に よって 行 わ

れ る ことは知 られ て い るが、 それ以外 の 分野

で も同様 な こ とが行 わ れて い る こ とが報 告 さ

れ 始 めて い る。例 えば、Franke & Shah (2003)

は 、対 象 と した ス ポ ー ツ分 野 に お け るユ ー

ザ ー ・イ ノベ ー シ ョ ンの 多 くが 一 人 の ユ ー

ザ ーの 努 力 によ っての み実現 されて い たので

はな か った こ とを明 らか に した。 それ らの イ

ノベ ー シ ョンは他 のユ ーザ ーの支 援 や協 力 を

得 な が ら実現 してい たの で あ る(注4)。

2. ユ ー ザ ― を製 品 開 発過 程 に組 み 込 む手 法

2-1. UD法

消 費 財 で もユ ーザ ーが イ ノベ ー シ ョンを行

う場 合 が あ りえる。 その際 、特定 の ユ ーザ ー

が他 の ユ ー ザ ーの 支 援 や協 力 を得 なが らコ

ミュニ テ ィー と して イ ノベ ー シ ョンを行 うこ

とが あ る。以上 の よ うなユ ーザ ー ・イ ノベ ー

シ ョン研 究 が近年 明 らか に した姿 を製 品 開発

に組 み込 もう とす る手法 が本研 究 が対 象 とす

るUD法 で あ る(注5)。

UD法 は、以 下 の よ うな業 務 プ ロセス を経

て製 品 開発 を行 う手 法 で あ る。

第一 に、消 費者 自身がUD法 を採用 す る企

業 の イ ン ターネ ッ ト上 の掲示 板 に 自分 がほ し

い と思 う商 品 の アイデ ア を書 き込 む 。第二 に、

追加 的意 見の提 示 、投票 、購 入予 約 とい っ た

形 で 、書 き込 まれ た アイデ ア に対 す る他 の消

費 者 か らの反応 や評 価 が寄せ られ る。第三 に、

UD法 を採用する当該企業は、そうした消費

者か らの反応 を基礎に製品化の可能性 を探 る。

そ して製品化が可能 だと判断す る企画につい

てはそれ を実現す るために必要 な最小購買者

数(ロ ッ ト数)と 販売価格 を決定 し、それ ら

をインターネ ッ ト上に公開 し、購入希望者 を

募集する。その結果、当該商品案に対する購

入希望者数 が最小必要 ロッ ト数 をク リアす る

と商品化が決定 され、販売 が行われる。

2-2. LU法

実は、特定ユーザーを積極 的に製品開発活

動 に取 り込 む ことを意 図 した手法 としては

UD法 と異 なる手法がすで に存在す る。それ

は リー ド・ユ ーザー(LU)法 である。LU法 で

は、先 に紹介 した リー ド・ユーザーを製品開

発過程 に積極的に取 り込むことで高 い製品開

発成果の実現 を目指す。

伝統的な製品開発方法では、当該製品の標

的となる平均的ユ ーザーを対象 に市場調査 を

行 い、その結果 から製品案の創出や市場規模

の推定 を行 う。それに対 して、LU法 では、メー

カーが リー ド ・ユ ーザーの特徴 を持つ ユー

ザーを探 し出 し、そのユーザーが直面する問

題やそれへの解決法を参考 に製品開発 を行な

う。例 えば、LU法 では、住宅 メーカーが高齢

社会で求め られ る家 を開発す るにあたって、

同 じ家 に同居する100歳 を超 える親子 を探 し

出す。そして、彼(女)ら が直面 している問

題 とそこで生み出 されている解決策 を参考に

新 しい家の開発 を行 う。

こうしたLU法 を使 えば高い販売成果 を実

現す る製品を開発できることを最近の研究は

明 らか に し て い る(von Hippel et al. 1999, 

Olson & Bakke 2001, Lilienet al. 2002)。 例 え

ば 、Lilien et al. (2002)は3Mに お け る製 品 開

発 活 動 の 調 査 を 通 じ てLU法 の 有 効 性 を 明 ら

か に して い る 。彼 らの 研 究 に よ る と 、LU法 に
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よって開発 され る製品は従来型の市場調査 を

使った場合 と比較 して新規性 と独自性が高 く、

販売実績 も2倍 以上の もの を達成 していた。

2-3. UD法 とLU法

UD法 は、特定のユ ーザーが積極的にイノ

ベーシ ョン活動 を行 うことを前提 とす るとい

う意味でLU法 と同 じで ある。しか し、UD法

は、以下のようにい くつかの点でLU法 と異 な

る特徴を持つ。それは、開発における起点主

体 、対象単位、需要顕在化の時期、ユーザ ー

接 点での イ ンターネ ッ ト利 用の有無 、ユ ー

ザー特定の容易 さに関 してで ある(表1)。

まずLU法 では、開発 に関する起点 は常に

メーカーである。この開発手法ではあくまで

メーカーが最初 にユーザーに対 して働 きかけ

を行な うことを前提 としてい る。それに対 し

てUD法 は、開発の起点 をユーザー側 に設定

している。つ まり、開発の進行がユ ーザー側

か らの働 きかけを起点に行われ ることを前提

に設計 されているのである。

第二 に、LU法 では、個 々のユーザーを対象

として調査 を行なう。そ こでは、ユーザーを
コ ミュニテ ィとして見 るとい う視点 は弱い。

それに対 し、UD法 では、何 らかのユーザー集

団(コ ミュニテ ィ)を単位 として想定する(注6)。
ここでは消費者 は、ある一定の集団 として活

動 して始めてイノベーシ ョンを実現すること

ができると想定 されている。最初のアイデァ

を提示するのは一人の消費者であったとして

も、それ に対 して他ユーザーが修正案や追加

案、洗練案 を提示 したり、投票により意見分

布や需要分布 の顕在化に貢献す ることが この

手法では重要な役割 を演 じることになる。
一般的に消費者は地理的に広 く分布 し、そ

れ らのニーズは多様である。その ことは消費

財に関す るニーズ情報は、広 く多様 に分布 し

て い ることを意味す る。 さらに、そ う した

ニーズ情報 をもとに製品 イノベーションとし

て実現 され る機 能を消費者側か ら提示 された

として も、それ を実現す るための技術的解決

を行 なうための技術情報はメーカーが所有 し

ている場合が多い。メーカーが持つの と同種

の情報 を持つ消 費者は実際 はご く限 られてい

るので ある。そ うした状況 を

前提 とすれば、製品イノベー

シ ョン案 を持つ消費者 は、当

該製品案に対 して類似のニー

ズ を持つ集団 として活動 し、

その案が実現 された製品に対

して一定量以上の需要が存在

す る こ とを示 す必 要 が ある。 それ は、 そ うす

る ことに よって は じめて 、メ ーカ ー側 か ら製

品化 に 向 けた資源 を引 き出す こ とが可 能 に な

るか らで あ る。 その 点でUD法 で は、革新 的

製 品 アイデ ア を持つ ユ ーザ ー はメ ーカ ーに対

して も他 ユ ーザ ーに対 して も自分 が持 つ イノ

ベ ー シ ョン関連 情報 を積 極 的 に開示 す る こと

を前提 とす る。

こ う したユ ーザ ー がメ ーカ ーや他 ユ ーザ ー

に イ ノベ ー シ ョン関連情 報 を積極 的 に開示 す

るとい う条 件 は 、実 はUD法 の下 で満 た され

る。Harhoff et al. (2003)の 研究 によ る と、以

下 の3つ の条件 が満 た され る場 合 、 イ ノベ ー

シ ョン情報 を持 つユ ーザ ーは、 それ を他 ユ ー

ザ ーや メー カー とい った他 者 に無償 で 公開 す

る こ とにな る。 それ らは、(1)メ ー カーが 当該

イ ノベ ーシ ョンの実現 に あた りユ ーザ ー が行

な っ た 場 合 よ り も高 い 製 品 性 能 を 実 現 し、

表1 LU法 とUD法
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(2)ユーザー間の競合関係 が弱 く、(3)当該製品

を低 コス トで他ユーザーが入手できる時であ

る(注7)。

UD法 では、開発者側は、ユーザーか ら提示

された商品案 を洗練化 し、ユーザー自身が行

うよ りも高 い機能の ものを実現す る。 また、

開発に当た り、ユーザー間に当該商品の購入

や販売 をめ ぐる競争はない(注8)。む しろユー

ザー問で協力 し、購入者 数 を増やす ことに

よって個々のユーザーの努力では実現不可能

な低価格での当該商品の購入が可能 になる。

この ように、UD法 では、ユ ーザーが積極的に

イノベーシ ョン情報 をメーカーや他ユーザー

に開示す る条件が整っているので ある。

LU法 とUD法 に関す る第三番 目の差異 は、

需要量 が可視化 される時期 に関す るものであ

る。LU法 では当該 イノベーシ ョンに対する需

要 は、あ くまで開発が終 了 し、生産 が終了 し

た後、明らかになる。つ まりLU法 では、当該

イノベーシ ョンに関する市場規模 をあらかじ

め推定す ることが必要 になる。それ に対 して、

UD法 では、消費者 による投票活動(発 注)が

事前 に行われるため、部分的にではあるが需

要 が開発、生産 に先立 って顕在化することに

なる。

第四番 目に、UD法 では、「製品案の提示」と

「選好 ・購入意志 に関す る投票」においてユー

ザーとの対話 メデ ィアとしてイ ンターネ ッ ト

使 用 が不可欠 であ る。開発過程で予 め対象
ユーザーを設定せず、不特定ユーザーか らの

働 きか けを前提 とす るUD法 ではイ ンター

ネッ トの利 用は不可欠で ある。インターネ ッ

トの利用 によ るユーザ ーとの コ ミュニケー

シ ョン費用の飛躍的削減がそこで求められ る

か らである。他方で、LU法 ではユーザー と開

発主体 との接点 としてインターネ ッ トを使用

す る必要 は必ず しもない。

最期に、UD法 は、製品 アイデア提供者 とな

る消費者の特定 がLU法 と比較 して容易で あ

る。LU法 では、今後支配的になる市場 トレン

ドを特定 し、そ うした将来 トレン ドに現時点

で直面 してい るリー ド・ユ ーザ ーを特定 し、

接触 し、協力 を得 ることが必要 になる(Luthje 

& Herstatt 2004)。 しか しそれを実現す る作業

は容易で はない。

他方で、UD法 では、製品開発案 を持つユ ー

ザーが自らインターネ ッ トの掲示板 を通 じて

自身の存在 を告知 して くれる。また提示 され

たアイデアがどれほど他ユーザーの支持を得

るものであるか もインターネッ トの掲示板 を

通 じて製品化に先立 って知 ることがで きる。

以上の ことは、UD法 では市場 トレン ドの探

索、特定や製品案 を持つユーザーの探索、特

定、協力関係の構築がLU法 よりも容易である

ことを意味する。

3. 調査対象の設定 と調査概 要

3-1. 調査対象の設定

企業の製品開発活動 でユーザーに積極 的役

割 を演 じて もらうと言 った場合、二つの問い

がこれまで提示 されて きた(Lilien et al. 2001)。

それは第一にユーザーが本 当に新規性や独 自

性の高い製品を開発することができるのかと
い う問いで あり、もう一つ がそ こで開発 され

た製品が市場で大 きな販売実績 をあげること

が可能なのかとい う問いである。

これ ら二つの問いの うち、UD法 につ いて

は前者の問いにつ いて肯定的な答 えが報告 さ

れている。例 えば、小川(2002b)は 、UD法

を先駆的に開発 し、運営 しているエ レファン

トデザイン株式会社(以 下、エ レファン トデ

ザ イン)と株式会社エ ンジンの事例 を分析 し、

そこで新規性の高い製品が製品化 されてい る

ことを報告 してい る。UD法 で はそ もそも市

場で 目にす ることがで きない商品を入手す る
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ために消費者 が開発案の提示 を行 なう。そう

した意味で商品化 された製品の新規性や独 自

性が高いことは当然の結果であるとも言 える。

他方で、後者の問いについては体系的にデー

タを収集 し、伝統的な開発手法(TD法)と 比

較す る研究が これ まで行われて こなかった。

既存研究には、TD法 とUD法 によって開発 さ

れた製品の販売成果 を条件 を揃 えて比較 した

ものはない。 これ までの研究はせいぜい当該

製品 カテゴ リーの平均販売数 との比較でUD

法 による製品の販売数の大小 を報告 してきた

に過 ぎなかったのである。

そこでUD法 の潜在力 を考察するにあたっ

て、本研究では株式会社良品計画(以 下、良

品計画)の 製品開発を調査対象 とす る。理由

は以下の4点 である。まず、良品計画が2002

年9月 か ら2003年12月 という限定 された期間

でUD法 による製 品開発のプ ロジェク トを

行 ったか らで ある。 このよ うに、期間や対象

が明確 なものは、データ収集や比較対象の特

定 に都合がよい。

良品計画 を調査対象に選んだ第二の理由は、

良品計画 が、UD法 を実践す るに当たって必

要だ と想定 されていた補完資源 を持 ち合わせ

ていたか らである。UD法 に関す る過去の研

究(小 川2002 a, b : 西川2003)カ ミ指摘 してい る

よ うに、UD法 を実践す るにはいくつ かの補

完的資源が必要になる(Teece, 1986)。具体的
には(1)生産 ノウハ ウと生産受入 メーカーとの

ネ ッ トワーク(2)開発 された商品を販売す る巨

大 な実店舗網(3)開発主体が展 開す るブラン ド

に対す る大規模 な消費者 コ ミュニテ ィの存在

である。小川(2006)が 明 らかに しているよ

うに、良品計画はそうしたUD法 を実践す る

に当たって必要 だと思われ る補完 的資源 をす

べて有 していたのである。

また、良品計画 はUD法 の採用 に当たって、

UD法 を採用 した過去の事例 を十分分析 して

いた。そのため、同社はUD法 を実践にす る

にあたって ク リアすべ き問題 について十分、

認識 し、それ を克服す る工夫 を新たに施 した

上でUD法 による製品開発 を行 っていた。具

体的には良品計画 は以下のような工夫 を取 り

込み な が らUD法 を実践 した。 それ らは、
(1)ユーザ ーの会員登録(2)投票 制度 を通 じた

ROMのRAM化(3)開 発過程の積極 的開示(4)実

店頭購入者を主要 ターゲ ッ トとす る商品企画

(5)開発過程 の計画化(6)先行予約者に対す るイ

ンセンテ ィブの提供 、である(小 川2006)。 こ

のよ うに過去の事例 を参考 に、良品計画 はよ

り完成度の高 いUD法 を実践 した。それが本

研究で良品計画 を選択 した第三の理由である。

上の第二 と第三の理 由は重要である。それは、

同社がUD法 が持つ潜在力 を最 も引 き出す可

能性 を持 っていることを示唆 しているか らで

ある。

本研究が良品計画を調査対象 とした最後の

理 由は著者の一人が良品計画がUD法 を使 い

製品開発 している期間に同社 に勤務 していた
か らで ある。UD法 と伝統 的開発手法 による

販売成果 をできるだけ適切 に比較す るには内

部データの入手、分析が不可欠である。そう
いった意味で、著者の一人が良品計画の内部

データにアクセス可能で、利用許可を得ていた

ことは、調査にとって好都合 だったので ある。

3-2. 良品計画におけるUD法

3-2-1. 良品計画の概要

良品計画 は無印良品の ブラン ド名で商品 ・

店舗展 開 している専門店である。世界規模 で

店舗展 開 してお り、2003年 度現在で、日本に

266店 舗、英国に16店 舗 、フランスに4店 舗、

香港 とアイル ラン ドにそれぞれ3店 舗 と1店

舗の合計289の 店舗 を展開 している。品揃 え

は衣料、生活雑貨、食料品 を中心 とし、それ
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らを企画、製造、卸 ・小売販売 している垂直

統合度の高い企業である。2003年 度の売上 は

1200億 円、営業利益 は88億 円である。

3-2-2. 良品計画 におけるUD法 の始 まり

今回取 り上げる良品計画は、90年代になって

普及 してきたインターネッ トを活用 した製品開

発の可能性 を探 っていた。その一つの試みが

「みんなの声からモ ノづ くり家具 ・家電」であっ

た。そのプロジェク トは、消費者起点のアイデ

アをもとに商品開発 を行 うとい うもので、月あ

たり1テ ーマつつ合計12テ ーマを、1年 間の期

限付 きで行 うとい うものであった(注9)。

このプロジェク トで意図 されたのは、従来

にない手法で、新規性の高い商品 を開発す る

とい うものであった。良品計画 は、インター

ネ ッ トを単に実店舗向けに開発 された商品の

新 たな販路 としてだけでな く、これまでの同

社 にない商品 ・事業 を開発す るための ツール

として活用 したいと考 えていたのである。

そこでこのプロジェク トに与 えられた一つ

の方向が、無印良品の従来の商品 コンセプ ト

に広が りを持 たせ るということであった。具

体的には 「機能 を絞 り込む」開発 よりも 「新

機能 を開拓する」開発 に焦点 を置 くとい うこ

とであった。

それ までの無印良品の商品開発では、「機能

を絞 り込む こと」、その機能が 「タグで数行で

説明で きること」が重視 されていた。既存商

品が持つ さまざまな機能の うち、ムダな機能

が削 ぎ落 とされた商品の開発 というのがそれ

までの無印良品の開発コンセプ トだった。店

頭 に来 た顧客 が店 員の説明 を受 けなくて も、

タグの説明を読むだけで当該商品の機能 を理

解 し、購入で きる。そうした機能 を持つ商品

が開発 されて きたので ある。

それ に対 して、今回のプロジェク トでは、

新 しい機能 を持つ商品 を開発す ることが目指

された。ネッ トを使 えば十分、消費者 に対 し

て新 しい機能や使い方 を説明す ることがで き

る。ネッ トならではの商材開発が可能 になる

とそこでは考 えられたのである。そして 「みん

なの声か らモノづ くり家具 ・家電」は、2002年

9月 か ら2003年12月 までの期間で行われた。

3-2-3. みんなの声か らモノづ くり家具 ・家電」

の開発プロー

「みんなの声 からモノづ くり家具 ・家電」に

お ける個 別 プロ ジェク トは以下の よ うなス

テ ップで進め られた。各ステップを、同事業

で最 も高い売上 を実現 した開発テーマ(「すわ

る生活」、最終商品名 「体 にフ ィッ トす るソ

ファ」)を主な例 としながら説明す ると次 のよ

うになる。

(1)プロジェク トに参加す るにあたって消費者

は、会員登録(無 料)す る。登録 した消費

者がインターネッ ト上の掲示板 に書 き込み

を行 うところから以下のプロセスは開始す

る。

(2)消費者か らの書 き込みか ら抽出 した商品開

発テーマ を発表す る

(例)す わ る生活
(3)示されたテーマに対 して消費者 が商品アイ

デアを投稿す る

(例)「 すわ る生活」 をテーマとした場合

体 をあずけ る大型 クッシ ョン、背

もたれ しっか りの フロアーソフ ァ

寝 転 び なが ら リラ ック スで きる

ク ッシ ョンマ ッ ト、 リラックス座

椅子

(4)ムジネ ッ ト側で消費者か ら出たアイデアを

整理、集約化 した複数のアイデアに対 して

消費者が自分が気に入ったものを投票する。

(例)体 をあずける大型ク ッシ ョン90票

背もたれしっかりのフロアーソファ47票

寝転びながらリラックスできるクッションマット34票
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リラックス座椅子 31票

脚付 き座 椅 子 ・あ ぐ ら座 椅子25票

(5)(4)で一番 投票 数 が多 か った アイデ アに対 し

て い くつ か の デザ イ ン案 をム ジ ・ネ ッ ト側

が作成 し、それ に対 して消 費 者 が 自分 が―

番 気 に入 った もの を投票 す る

(例)「 体 をあずける大型 クッシ ョン」の場合

素材 ・フ ァブ リ ック タイ プ 177票

ユ ニ ッ トタイプ 97票

リラ ックスサ ポ ー トタイ プ 57票

中空 タ イプ 19票

(6)(5)で一番 投票 数 が多 か った もの に対 して商

品化 を検 討 し、仕 様 の詳細 、製 造 メ ー カー、

商 品化最 小 ロ ッ ト、予定販 売 価格 を確 定 し

て い く

(例)商 品名:体 にフ ィッ トす る ソフ ァ

商 品仕様:素 材

カバ ー ス トレ ッチ素 材

(ナ イ ロ ン74%、 ポ リウ レ タン26%)

帆布(綿100%)

本 体0.5mmの 微粒 子 ビーズ約6kg

サ イズ 幅65× 奥行 き65× 高 さ43

(セ ンチ)

最 小 ロ ッ ト: 50

販 売価 格: 19,000円

(7)確定 された商品案 に対 して

購入予約 を募 り、その数が

商品化最小 ロ ッ トを超 えた

場合、商品化 を決定す る。た

だ し、予約受付3ヶ 月を過

ぎて も予約が最小 ロッ トに

達 しない場合 は、商品化 を

中止する。
(8)購入 予約 者 へ の販 売 完 了

後、 ネッ トに加 えて、実在

店舗での販売 を開始する。

(9)販売後 も購入者 か らの コメン トを受付 け、

その情報 を商品の新規開発 、修正に継続 的

に反映 させ てい く(注10)。

3-3. デー 夕の収集

以上のような形で行われた 「みんなの声か

らモノづ くり家具 ・家電」の開発プロジェク

トを基礎 に、本研究はサ ンプルの特定 を行っ

た。

良品計画においてUD法 とTD法 で開発 され

た商品の販売成果 を比較す るにあたって我々

は以下のような基準でデータを収集 、分析 し

た(注11)。第一に、「みんなの声か らモノづ くり

家具 ・家電」でUD法 を使い開発 され、市場

化 された製品を特定 した。次に、それ らと比

較可能 なTD法 によって開発 された商 品を特

定 した。TD法 で開発 された商品の うち、(1)

UD法 で開発 された各製品 と同 じ製品分野 で、

かつ(2)販 売 開始が比較対象 となるUD法 の

製品の販売開始時の前後半年以内、の商品 を

特定 した。そ して最後 に、それ らの結果 、比

較のペ アとなったUD法 とTD法 の製品間で開

発担当者 に能力上の差がない ことを確認 した。

以上の結果、今回の調査 と対象 となったの は

UD法3個 、TD法10個 の13個 のサ ンプルで

ある(表2)。

UD法 によって最終 的に製品化が検討 され

たテーマは8件 、その うち実際に市場化 され

表2　 選定された商品 リス ト
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たのは3件 であった。商品化 された商品は、具

体 的には、(1)持 ち運びので きるあか り(2)

体にフィッ トす るソファ(3)壁 棚である。販

売価格は、1000円 か ら19000円 まで、商品化

最小 ロッ トは、50個 か ら300個 までの もので

あった。

開発 された商品はすべて良品計画にとって

も同業他社 に とって も新規性の高 い もので

あった。「持 ち運びできるあか り」は、文字通

りコー ドレスで持 ち運びがで きる照明器具で

ある。充電台の上 においてい る時には部屋の

装飾面で、持 ち運びする時は携帯性で優れた

機 能 を発揮す るライ トで ある。また、「体 に
フィッ トす るソファ」は、洋室で も和室の よ

うにフロアに座 ったままくつ ろいでいる生活

者 が多いことに注 目した商品で、中味に ビー

ズを使い、体へのフィッ ト感 を出 したソファ

であ る。省スペースで座 る角度 を変 えれ ば、

普通に座 ることもできる多機能 ソファである。

最後 に、「壁棚」は、賃貸 マンシ ョン居住者が

抱 える問題 を解決 した もので、棚 を固定す る
ピンを工夫す ることで取 り除いて もピン痕が

ほとんど残 らない多機能棚である。

このように新規性 と独自性 の高い商品が開

発 されたが、検討 されたテーマの数 は当初 の

計画よ り少 なくなって しまった。その理由は、
(1)開発 に予想以上の時間がかかったこと、(2)

商品化 を検討する過程で商品案が無印良品の

ブラン ド・コンセプ トに合わなくなった こと、

(3)既存商品の中にすでに類似商品があったこ

と、(4)当時、別部隊の開発案件の中に類似商

品が存在 した こと、であった。 こうした市場

化 され なかった5つ の製品につ いては明確 な

基準 を設定す ることが困難だったためTD法

につ いて比較の対象 とす るデータを特定する

ことがで きなかった。

以上の過程 を経て、抽出 された製品は13個

で、UD法 によって開発 された製品とペアで

比較 されるTD法 の製品は、UD法 の開発担 当

者 と同 じ人物 が担 当 して いた。 その結 果 、

我々は、開発担当者の能力の差 が販売成果 に

影響 を与えることはなかったと仮定 して分析

を進めることにした(注12)。

4. 分析結果

以上の過程 を経 て特定 したサ ンプルについ

て我々は初年度売上額 と販売終 了時期 に関す

る販売 データを収集 し、UD法 とTD法 の販

売成果の比較 を行 った。表3が その結果であ

る(注13)。

表3か ら分か る通 り、UD法 はTD法 より最

低で も2・7倍(平 均値 で言 えば21.3倍)の 売上

成果 を実現 していた(注14)。例 えば、UD法 で

開発 された 「持 ち運びので きるあか り」 と従

来型の方式で開発 された2製 品(「高 さ調整で

きる照明」、「アクリル ・蛍光灯 ペンダン トラ

イ ト」)の初年度売上額 を比較するとUD法 に

よる製品はTD法 による製品の それぞれ7・8倍

と2.7倍 の販売成果 をあげていた。また、「体

にフィッ トするソファ」(UD法:約6億8600

万円)に 関 して言 えば、最 も販売額 が近い 「ソ
ファベ ッ ド」(TD法:約1億1100万 円)に 対

してで さえも約6.2倍 の販売成果 を実現 して

いた。最後 に、「壁棚」(UD法:約7700万 円)

については、TD法 で開発 された2製 品(「 目

覚 まし時計」、「スチールサイ ドテーブル」)に

対 してそれぞれ5.7倍 と39.5倍 の売上額 を実

現 していた。

販売期間について見て も同様 な結果が見 ら

れた。TD法 で開発 された製品はすで に7割 が

販売 中止 になってい るの に対 し、UD法 で開

発 された製品は現在 も販売が継続 されており、

累積販売額 を増や し続 けている(注15)。特 に「体
にフィッ トす るソファ」 は現在では良品計画

の生活雑貨部門全体の中で売上高5位 となる

大 ヒッ ト商品 に育 っている(注16)。
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5. 発 見物の要約 と新たな課題

本研究の第一の発見物 は少な くとも我々の

サンプル に関する限 り、UD法 が新規性や独

自性の高い製品を生み出 していただけでなく、

売上の点で もTD法 の少 なくとも2.7倍 の売上

額 をあげていた とい うことである。第二の発

見物 は、製 品寿命 につ いて もUD法 によって

開発 され た商品の寿命はTD法 によって開発

された商品のそれ よりも長い傾向を示 してい

たとい うことである。つ まり、UD法 はTD法

に比較 して販売額で も商品寿命で も高い成果

を達成 していたのである。

以上 のように本研究の結果 は、UD法 によ

る開発 が高い潜在力を持つ ことを示唆 してい

る。 しか し、本調査 にい くつ かの考慮すべ き

問題点 が存在 していることも事実である。

まず、本調査 は注意深 く条件 を揃 えて比較

分析 を行っているが、そのサ ンプル数はわず

か13件 で ある。統計的な分析 に足 るサ ンプル

数 を収集できていないことが本調査の第一番

目の限界である。

第二 に、UD法 による製品が高い販売成果

を達成で きた理 由はUD法 の採用以外 にもあ

るか も知れ ない。開発担 当者の思い入れ、当

該製品が 「消費者参加型で開発 された」 とい

うメ ッセージそれ 自体 などが開発成果に影響

を与 えた可能性がある(注17)。そうした可能性

を完全には排除できていない ことが本研究の

第二の限界である。

第三に、本研究は市場化 され なかった製品

を分析の対象 に含んでいない。もしかす ると

TD法 で は、販売計画上の理由で市場化すべ き

でない ものを市場化 して しまっていたかも知

れない。その結果、TD法 の販売成果 がUD法

より低 くなって しまっていたか も知れ ない。

当初の企画案の うちどの程度の割合で製品が

実際 に市場化 され ることになるのか。その数

にUD法 とTD法 で差 はあるのか。そうした点

について本研究は明 らかに していない。

以上の ような本研究の限界を踏 まえた上で

我々が今後取 り組むべ き調査課題 としては次

のようなものが考 えられ る。

まず は、 より多 くのサ ンプル数 を収集 し、

統計 的分析 を行 うことである。現時点で は、

UD法 を導入 してい る企業がそ もそ も少ない

ため、統計的処理に堪 えられるサ ンプル数を

確保す ることは非常に困難で ある。 しか し、

できるだけ多くのサ ンプル数 を確保する努力

は今後 も継続 していかな くてはならない。そ

うす ることで統計的検証が可能 にな り、UD

表3 販売結果

05年11月 現 在
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法の潜在能力の高 さやそれ を引 き出すための

条件 を明 らかにす ることがで きるようになる

ので ある。

第二に、開発手法間の関係について さらに

考察す ることで ある。例 えば、ユ ーザー ・イ
ノベーションを製品開発に取 り組む手法 とし

ては、UD法 だけでな くLU法 も存在する。今

後はLU法 をUD法 とTD法 に加 えて、3手 法

問で開発成果の比較 を行 った り、それ らの適

切な組み合わせ方法 について検証 を重ね るこ

とが課題 になって くるだろう。

第三 に、UD法 そのものが現在、進化 し続 け

ている。最 も開発成果が高 くなるUD法 とは

どのよ うなもの なのか。UD法 の進化の先 に

さらにどのような新 しい開発手法 が登場 して

くる可能性があるのか。そうした開発手法 は

どのよ うな機能 を製品開発に持ち込むことに

なるのか。以上のような問いについて も今後、

検討 し続 ける必要がある。

最初 に述べたように、ユ ビキ タスネ ッ ト社

会の到来 は確実 に実現に向かっている。そ う

したユ ビキ タスネ ッ ト社会 の到来 に向 けて

UD法 を洗練 させ ることは、企業にとっては

新たな市場機会の創出につなが り、消費者 に

とっては入手できる商品の豊富化につながる。

そうした社会を実現す るために本稿で提出 し

た課題 に取 り組んでい くことが今、我 々に求

められているのである。

〈注〉

(注1) この定義にあるように、UD法 の第一の特

徴は、製品案の提示と決定、及び製品化の

決定といった製品開発の段階が消費者から

の参加があってはじめて次に進めるように

なっているという点である。また、第二の

特徴は、そこでの決定基準として消費者の

行動結果に開発担当者の意見と同等あるい

はそれを超える優先順位が与えられている

という点である。

(注2) ここでユビキタス社会 とい う表現 を用いて

い るのは、本稿で対象 とするUD法 の意義

が、ユ ビキタス社会の実現の程度 が高まれ

ば高 まるほど、それだけ高 くなると筆者 が

考 えているか らである。

(注3) ここで想定 されている便益 としては、金銭

的便益 と非金銭的便益の両方 を指す。非金

銭的便益の具体的内容 としては、(1)当 該

イ ノベー シ ョンを利 用で きる こと自体 、

(2)開 発 とい う活動 に従事すること自体 、

(3)イ ノベーションを行った ことが明 らか

になることによって得 られ る名声、が指摘

されてい る。また、費用としては、とりわ

け当該イノベーシ ョンを実現するために当

該製品を使用することによって しか得 られ

ない知識 と経験を獲得するための費用が重

要であることが指摘 されている(Luthje & 

Herstatt 2004)。

(注4) 彼 らはそのよ うにユーザーが白身のイ ノ

ベーションに関す る情報を他のユーザーに

無償で公開す る理由 として(1)他 者 によ

る改善の誘発(2)自 分に有利 な標準 を設

定す る(3)低 い競合(4)名 声(5)互 恵

性(6)共 同作業か ら生 まれ る楽 しさ、を

挙 げてい る。

(注5) ここで記述す る業務 プロセスは、本研究が

UD法 と考 えているエ レファン トデザイン

株式会社、株式会社エ ンジン、株式会社良

品計画が採用 している消費者参加型の製品

開発プロセスを抽象化 したものである。

(注6) 本稿では、コミュニテ ィを 「何 からの同 じ

関心を持つ人間の集 まり」とい う意味で使

用す る。例 えば、以下で取 り上 げるブラン

ド・コ ミュニテ ィとは、「同 じブラン ドに

対 して関心 を持 っている者の集 まり」の こ

とを意味する。

(注7) Harhoff et al. (2003)の 研究 をもう少 し丁
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寧に解説す ると以下の ようになる。彼 ら

は、モデル分析 の結果、イノベーシ ョン情

報 を無償で公開する条件 を以下のように整

理 した。それ らは、(1)メーカー(他 ユ ー

ザー)の 当該情報の取得 による当該製品の

性能向上 が著 しく、他ユーザーの採用費用

が低い時に公開は起 こる(2)性能向上が中程

度で他 ユーザーの採用費用が高い場合 は、

イノベーションの汎用性が高い場合のみ公

開が起 こる(3)ユーザー問の競合 関係が強

く、当該 イノベーシ ョンの独 自性 が高い場

合、公開は起 こらない、とい うものであっ

た。そしてユーザー間の競争 が激 しくない

こと、メーカーへの情報提供の場合、その

メーカーと当該ユーザーとの問に当該製品

の実現に必要 な知識 ・能力に関 して強い補

完関係があること、他ユーザーへの情報提

供の場合 には、ユーザー間に強い外部性が

存在 することがカギになることを示唆 し

た。

また、彼 らは、既存研究 を展望 し、そ うし

た無償公開が起 こる理由も整理 している。

それ らは(1)そ もそも当該 イノベーシ ョ

ン情報 を秘匿し続けることが困難であるこ

と(2)公 開す ることで 自身がイノベーシ ョ

ンを行 ったことが公知 となり、名声 を得 ら

れ ること(3)当 該情報 を他者が知 ること

自体 、自身 を有利 な立場 にした り、他ユー

ザ ーの採用 が市場全体 の拡大 に貢献 した

り、製品性能 が向上 した り、当該製品の低

価格化が実現するといった理由で当該ユー

ザーに便益が もたらされること、である。

(注8) もちろん、UD法 の製品開発過程 で、例 えば

製品案決定 においては、異 なる製品案 を選

好す る消費者集団間で製品化 に向けた競争

は存在すると言 える。しか し、そうした競

争は存在 して も、製品の調達や販売 に関 し

て消費者集団間で強い競争が存在す るわけ

ではない。

(注9) 良品計画はこのプロジェク トを子会社であ

るムジ・ネ ットを通 じて行った。ムジ・ネッ

トは、2000年5月 に設立 された。資本金は

1億4,900万 円で、その内75%を 良品計画

が出資 している。

同社 は、「無印良品」のポータル(玄 関)・

コ ミュニテ ィーサイ ト(MJJI. net)の 運営

と、パ ー トナーとの提携 を通 じて新規 事

業 ・商品の企画 ・開発 ・販売 を行 う。

その具体的事業内容は、

(1) 無印良品ブランドのポータルサイ トと

メールマガジンの製作 ・運営

(2) 良品計画が開発 ・販売する商品 をイン

ターネッ トを通 じて販売 している 「無

印良品 ネッ トス トア」の販売促進

(3) ムジ ・ネ ット自身の事業である 「無印

良品ネッ トコミュニテ ィ」の企画 ・運

営である。(西 川2003)

本研究で取 り上げるユーザー起動法を使 っ

た製品開発 は、上の三つの事業 内容の う

ち、三番 目の事業の一部を構成するもので

ある。

(注10) 以上の流れに合わせて、次の ことが行われ

ていた。まず、ステ ップが進むタイ ミング

で、ウェブサイ ト上 とメール ・マガジンを

通 じて良品計画側から進捗状況 が会員に伝

えられていた。また、消 費者か らの当該商

品案に対するコメン トはどの段階でも、商

品案に活か されるようになっていた。

(注11) これ らのデータ収集 とは別 に筆者 らは、良

品計画におけるユーザー起動法の実践 につ

いて詳細 を知るために良品計画の役員とこ

のプロジェク トに協力 したエレファン トデ

ザインの社長と社員に対 してインタビュー

を行った。聞き取 りは、2001年 から2004

年6月 にかけて各担当者に複数回行った。

また今回のプロジェク トに関して書かれた
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新聞、雑誌の記事 を使い聞 き取 りの内容 を

補強 した。

(注12) もちろん、同 じ担当者であって も製品ごと

に取 り組 む意欲が異 なる場合 がある。しか

し、複数の関係者への聞き取 りによりその

可能性は低かった ことが確認 されている。

(注13) 初年度売上額は、発売年度の売上に翌年度

売上額 ×[(12-発 売年度販売月数)/12]

を加えて算出 した。参考のために算出例 を

以下に挙げておく。

(注14) ここではUD法 によって開発 された製品の

販売成果 をTD法 と比較 して、できる限 り

保守的に評価す るために、TD法 と比較 し

て最 も販売成果が低いUD法 の数字に注 目

している。

(注15) 最新のデータによれば、UD法 による3つ

の製品は現在で も販売継続 されているが、

TD法 による10個 の製品の うち、2006年3

月現在で販売継続 されているの は一製 品

(アクリル ・蛍光灯ペンダ ン トライ ト)だ

けで ある。

(注16) 『販売革新』商業界2004年1月 号75ペ ージ。

(注17)UD法 の製品がTD法 のそれ より高い販売

成果 を実現 した要因 としては、確かにここ

で挙げたメ ッセージ効果やプロモーション

効果 を挙げることができる。ただ し、(1)先

に触れた最新のデータによれば、TD法 に

よる製品の10個 の うち9個 が販売 中止 に

なっているのに対 して、UD法 の製品はす

べて販売継続 されている、また(2)プロモー

シ ョンについても、製品販売開始後 は特別

に行われていない し、販売前に行ったプロ

モーシ ョンの効果が1年 を超 えて持続 して

いるとは考 えに くい。 こうした理 由か ら、

少 なくともUD法 がTD法 と比較 して高い

販売成果を実現する製品開発手法の一つで

あると考えることに無理はないのではない

かというのが我々の考 えで ある。
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